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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第34期

第３四半期
連結累計期間

第35期
第３四半期
連結累計期間

第34期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (千円) 7,263,149 7,203,189 9,923,591

経常利益
又は経常損失（△）

(千円) 167,654 △148,309 378,185

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失（△）

(千円) 111,199 △102,072 114,620

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 125,041 24,442 207,163

純資産額 (千円) 4,299,754 4,380,625 4,097,403

総資産額 (千円) 10,740,656 13,258,043 10,769,443

１株当たり四半期(当期)純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

(円) 10.50 △10.55 10.90

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 10.47 ― 10.82

自己資本比率 (％) 38.5 32.3 36.5
 

　

回次
第34期

第３四半期
連結会計期間

第35期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

(円) 3.98 △9.07
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第35期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であるため、記載しておりません。

　
２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている

事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。
　

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権の経済政策「アベノミクス」への期待か

ら緩やかに回復の兆しを見せている一方で、株価や為替の変動が激しい不安定な状況で推移しました。

また、個人消費においては、堅調な動きが一部にみられるものの、所得や雇用の環境改善に伴うものと

は言えず、物価上昇による消費マインドの低下や消費税率の引き上げ後の反動懸念など不透明な状況が

続いております。

　温浴業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向に対して安易なディスカウント策に走る運

営会社が引き続き見られるなど、厳しい経営環境が続いております。また、エネルギーをはじめ原材料

などのコスト増やお客様の多様なニーズへの対応など企業としての総合力が求められております。

　このような状況の中、当社におきましては、平成25年７月に一部の店舗を除いて入館料金の値上げを

実施いたしました。入館料金の値上げは、安易なディスカウント競争と一線を画し、より良いサービス

を適切な価格で提供することで、お客様の満足度をより一層高めることに加え、企業として適切な収益

を継続的に獲得し、更なるサービスの向上につなげていくために必要であるとの考えによるものであり

ます。

　目的の実現に向けて、引き続きお客様に安心かつ安全に利用していただくための適正な衛生管理や設

備管理の徹底に加え、お客様の来店頻度や店舗内施設利用頻度の向上を図るための“心からのおもてな

し”によるサービス向上に努めてまいりました。また、お客様のニーズを的確にとらえることに加え、

新しい発想に基づく施策の実施や、メール会員制度などの訴求ツールの一層の活用による効果的な販促

強化にも積極的に取り組んでまいりました。

　しかしながら、水道光熱費の増大に伴い平成25年７月に入館料の値上げを実施したことや割引券等の

発行を抑制したことによる来店客数の減少を、現時点において顧客単価の上昇やコスト削減等でカバー

するまでには至っておりません。

　海外事業におきましては、平成25年２月に海外１号店として中国上海市に開業した「極楽湯 碧雲温

泉館」は、出店費用が先行する状況にあるものの、現地のレジャー施設 約２万社の中でトップの評価

をいただくなど、お客様から高い支持を得ております。

　福島店につきましては、平成25年４月より運営を直営からフランチャイズに変更いたしました。
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　堺泉北店につきましては、男子釜風呂の天井落下事故により２ヶ月余り営業を休止しておりました

が、改修工事が完了し平成25年４月下旬より営業を再開しております。

　また、平成25年６月に判明した当社フランチャイズ加盟企業（関西）による過去の下水道使用量の過

少申告の件につきましては、現在加盟企業において調査が進められておりますが、引き続きフランチャ

イズ本部として加盟企業に対するコンプライアンスの指導の徹底を図っております。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高7,203百万円（前年同期比0.8％減）と

なりました。損益面につきましては、上海店の出店費用や改修工事費などの発生により営業損失196百

万円（前年同期営業利益112百万円）、経常損失148百万円（前年同期経常利益167百万円）、四半期純

損失102百万円（前年同期四半期純利益111百万円）となりました。

 

 セグメントの業績を示すと次のとおりです。

① 日本

　当セグメントにおきましては、売上高6,744百万円、セグメント利益（営業利益）188百万円となりま

した。

② 中国

　当セグメントにおきましては、売上高485百万円、セグメント損失（営業損失）219百万円となりまし

た。

　セグメント損失（営業損失）の主な要因として、平成25年２月に海外１号店として中国上海市に開業

した「極楽湯 碧雲温泉館」の出店費用が先行する状況になっているためであります。

　
　なお、中国上海市にて「極楽湯 碧雲温泉館」の営業が開始し、当該店舗を事業セグメントとして認

識するに至ったことにより、第１四半期連結会計期間から、報告セグメントを「日本」及び「中国」の

２つに変更しているため、前第３四半期連結累計期間におけるセグメントの業績の記載を省略しており

ます。

　
(2) 財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,488百万円増加し13,258

百万円となりました。これは主に、新規出店に関する建築代金を調達したこと並びに碧雲温泉館（上

海）の工事完成によるものであります。具体的には、現金及び預金が1,654百万円増加し、建設仮勘定

が新規出店に伴い増加したものの碧雲温泉館が完成したことによる勘定科目の振替えで572百万円減少

し、建物及び構築物（純額）が1,255百万円増加しました。

　次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,205百万円増加し8,877百万円となりました。これは主

に、新規出店に関する建築代金を金融機関から借入したことによるものであります。具体的には、長期

借入金が2,583百万円増加しました。その他には、短期借入金が500百万円減少し、未払法人税等が182

百万円減少しました。

　最後に、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ283百万円増加し4,380百万円となりました。これは

主に、自己株式の処分等により株主資本が232百万円増加し、為替換算調整勘定が124百万円増加したこ

とによるものであります。また、自己資本比率につきましては、32.3％となりました。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等は次のとおりです。

 当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的とし、当社取締役会

の事前の賛同を得ずに行われる当社株式等の大規模な買付行為に対する対応策（以下、「旧プラン」と

いう。）を平成18年5月26日の取締役会において導入しておりますが、平成25年12月20日の取締役会に

おいて、更新（以下、「本プラン」という。）しております。

　
［当社の株主共同の利益の確保及び向上に関する取組み］

当社は、「人と自然を大切に思い、人の心と体を『癒』すことにより、地域社会に貢献することで、

自己の確立と喜びを感じる企業でありたい」という経営理念のもと、「極楽湯」という大規模温浴施設

を全国的に展開し、「極楽湯」が地域社会における新しいコミュニティーシンボルとして、多くのお客

様に高水準の「健康」と「癒し」を提供し続けることを目指し、事業展開を行なってまいります。

具体的には、以下の５項目を基本方針として策定しております。

１．温浴施設「極楽湯」において、時代の変化や顧客ニーズを的確に捉えた、質の高いサービスを提

供することで、顧客満足を高め、企業としての適切な利益を安定的に獲得する

２．あらゆるステークホルダーを重視した経営を行い、その健全な関係の維持・発展に努める

３．各地域の文化や慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する

４．「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する

５．ホスピタリティ、チャレンジ精神、経営マインドを持った人材を育成する

上記の経営理念のもと、スーパー銭湯のパイオニアとして確立してきたビジネスモデルを持つ当社を

経営するにあたっては、“お風呂”を日本の文化と捉え、その文化を継承・発展させていくことに対す

る真摯な気持ち、温浴事業に対する高度な専門知識や豊富な経験、並びに当社をとりまくあらゆるス

テークホルダーとの間に築かれた信頼関係が不可欠であり、このような様々な要素が、当社の企業価値

の源泉となるとともに、株主の皆様の共同利益を図っているものと考えております。

当社取締役会は、当社における上記のような事情を踏まえ、当社株式等の大規模な買付行為が行われ

た場合に、株主の皆様が対応方法を検討するために十分な時間と情報を確保することができるよう、合

理的なルールを設定させていただくことが、株主共同の利益に資すると考え、本プランを導入いたしま

した。

［本プラン継続目的］

　当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主及び投資家の皆様の判断に

委ねるべきものであると考えており、当社株式を取得することにより当社の経営支配権を獲得しようと

する者に対して当社株式の売却を行うか否かについても、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の

判断によるものと考えております。また、当社は、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得す

ることになったとしても、そのこと自体により直ちに株主共同の利益が害されるということはなく、反

対に、それが結果的に当社の株主共同の利益の最大化に資することもあり得るため、そのような場合で

あれば、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することを拒むものではありません。

　しかしながら、当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に

会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に

引き取らせる目的で買付けを行う者（いわゆるグリーンメイラー）等類型的に濫用目的を持って当社株
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式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、

二段階目の買付条件を不利に（あるいは明確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、当社株主

の皆様に事実上売却を強要しようとする者（いわゆる二段階強圧的買収）等が含まれていることも考え

られます。また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっ

ても、ある程度の経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却す

るか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検討期間が与えられ

た上で熟慮に基づいた判断（インフォームド・ジャッジメント）を行うことができるような態勢を確保

することが、株主共同の利益に資するものと考えます。

　当社は、当社が把握している直近の当社株主名簿及び当社が現時点において受け取っている大量保有

報告書及び変更報告書において、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否かに関わらず、本プラ

ンの適用の可能性があるような当社株式を大規模に買付け、又は買付けようとする者の存在を特に認識

しておりませんが、将来において、そのような者が登場することはあり得るところであると考えます。

そこで、前記のような観点から、株主共同の利益を害することが明白な買付行為から当社の株主共同の

利益を保護し、かつ、当社の株主の皆様が、経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為

に応じて当社株式を売却するか否かを判断するにあたってインフォームド・ジャッジメントを行うこと

ができるよう、旧プランの内容を一部変更し、本プランとして継続するものであります。

［本プランの内容］

＜本プラン適用の要件＞

　本プランは、特定株主グループ(注)１の議決権割合(注)２を20パーセント以上とすることを目的とす

る当社株券等(注)３の買付行為又は結果として特定株主グループの議決権割合が20パーセント以上とな

るような買付行為（以下、総称して「大規模買付行為」といいます。なお、当社取締役会が事前に賛同

の意思を表明した買付行為については、これには当たらないこととします。）に対して、適用されるも

のとします。

　本プランが適用される場合、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいま

す。）は、本プランに定められた大規模買付行為に関するルール（以下「大規模買付ルール」といいま

す。）を遵守しなければならないものとします。

　大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報を提供し、当社取

締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

(注)１「特定株主グループ」とは、①当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいい

ます。）の保有者（同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれ

る者を含みます。）及びその共同保有者（同法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６

項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）、又は②当社の株券等（同法第27条の２第１項に規

定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価

証券市場において行われるものを含みます。）を行う者及びその特別関係者（同法第27条の２第７項に規

定する特別関係者をいいます。）を意味し、以下同じとします。

(注)２「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記(注)１の①の記載に該当する場合は、当社の株券等の

保有者の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。この

場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいま

す。）も計算上考慮されるものとします。）をいい、②特定株主グループが、前記(注)１の②の記載に該

当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合（同法第27条の２

第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいい、以下同じとします。
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(注)３「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等又は同法第27条の２第１項に規定す

る株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとします。

＜大規模買付ルールの内容＞

（ａ．必要十分な情報の提供）

 大規模買付ルールが適用される場合、大規模買付者は、まず、大規模買付者の名称、住所、設立準拠

法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付者の行う大規模買付行為（以下「買付提案」といいま

す。）の概要並びに大規模買付ルールを遵守する旨を記載した意向表明書を当社取締役会に提出しなけ

ればならないものとします。

　当社取締役会はかかる意向表明書を受領した後５営業日以内に、大規模買付者に対し当社取締役会が

大規模買付者に提出を求める、大規模買付者自身及び買付提案に係る情報（以下「必要情報」といいま

す。）を以下の１乃至６に規定する大項目からなるリスト（以下「必要情報リスト」といいます。）と

して交付します。大規模買付者は、必要情報リストに記載された必要情報を書面にて当社取締役会に提

出しなければならないものとします。

 当社取締役会は、提出を受けた必要情報のうち、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントに資

するものと判断した情報については、適宜、当社取締役会が適当であると判断する方法により、これを

株主の皆様に開示するものとします。

１．大規模買付者及びそのグループに関する事項

２．当社株券等の取引状況

３．買付提案の買付条件

４．当社株券等の取得対価の算定根拠

５．資金の裏付け

６．当社株券等を取得した後の経営方針及び事業計画等

 当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして必要情

報を精査し、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、か

つ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっているか否かについ

て判断するものとします。

　当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであ

り、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていると判断

した場合、速やかに、必要情報の提供があった旨を取締役会が適当であると判断する方法により公表す

るとともに大規模買付者に対し通知し、かかる公表を行った日をもって、検討期間の開始日（以下「検

討期間開始日」という。）とします。

　これに対し、当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が、必要情報リストの要件を満

たしていないと判断した場合、又は、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分

なものとなっていないと判断した場合、大規模買付者に対して、必要情報リストの要件を満たすために

改めて提出することが必要な情報及び株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要な情

報（以下、総称して「必要的追加情報」といいます。）を提出するよう大規模買付者に求めることがで

きるものとします。この場合、当社取締役会が、大規模買付者により、かかる必要的追加情報の提出が

なされたと判断した場合、当社取締役会が適当であると判断する方法により公表することとし、かかる

公表を行った日をもって検討期間開始日とするものとします。

　なお、大規模買付者から提出された必要情報又は必要的追加情報に、重大な虚偽の記載が含まれてい

た場合には、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合と同様の措置をとることができる

ものとします。

（ｂ．検討期間）
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 大規模買付者は、前記の検討期間開始日を起算日として、当社取締役会が、買付者からの情報を検討

した上、場合によっては買付提案に対する代替案を提示し、又は、株主の皆様が買付提案に応じて当社

株券等を売却するか否かのインフォームド・ジャッジメントを行うための期間として、一定の検討期間

を設けなければならないものとします。

 大規模買付者は、かかる検討期間の末日の翌日から、大規模買付行為を開始することができるものと

します。

　具体的な検討期間については、買付提案の評価等の難易に応じ、以下のとおりとします。但し、当社

取締役会は、大規模買付者及び買付提案の内容に照らし、検討期間を以下の(イ)又は(ロ)の期間よりも

短縮することが妥当であると判断した場合、当社取締役会の裁量により、検討期間を短縮することがで

きるものとします。

 (イ)　現金（円貨）のみを対価とする、当社の発行済全株式を対象とする公開買付け：60日間

 (ロ)　前記(イ)以外の全ての大規模買付行為：90日間

（ｃ．買付提案が変更された場合）

 検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合（かかる変更後の買付提案を、以下「変

更買付提案」といいます。）、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門

家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質

的に不利益なものでないか否かを判断するものとします。

　当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に

不利益なものであると判断した場合、大規模買付者は、変更買付提案に係る必要情報（変更前の買付提

案と比較して実質的に不利益となった部分に係る必要情報に限るものとします。）を当社に対して提出

しなければならず、当社取締役会が変更買付提案の提出があった旨を公表した日を新たな検討期間開始

日として、前記ｂ．に従った検討期間を設けなければならないものとします。

　これに対し、当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案よりも当社又は株主の皆様にとって

実質的に不利益なものではないと判断した場合、従前の検討期間開始日を起算点とした検討期間が引き

続き存続するものとします。

（ｄ．大規模買付ルールが遵守された場合）

　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守して、必要情報（及び必要的追加情報）を提出し、かつ、検

討期間の猶予を設けた場合には、当社取締役会は、大規模買付者又は買付提案が以下の各号に定めるい

ずれかに該当する場合でない限りは、仮に、当社取締役会が、買付提案に反対であったとしても、反対

意思の表明、代替案の提示、株主の皆様に対する説得行為等を行うにとどめ、本プランに定める対抗措

置の発動は行わないものとします。

① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上げて高値で当

社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っている場合（いわゆるグリー

ンメイラー）

② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主

要取引先や顧客等を大規模買付者又は特定株主グループに移譲させる目的で大規模買付行為を行っ

ている場合

③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者や特定株主グループの債務の担保や弁済原資

として流用する予定で大規模買付行為を行っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等

を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による

株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っている

場合
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⑤ 最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に（あるいは明

確にしないで）設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上　売却を強要する結果と

なっている場合（いわゆる二段階強圧的買収）

（ｅ．対抗措置の発動）

 大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、又は、ルールを遵守した場合でも、当社

取締役会が、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、大規模買付

者若しくは買付提案が、前項ｄ．の①乃至⑤のいずれかに該当する場合、当社取締役会の決議により、

直ちに対抗措置を発動することができるものとします。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要、前項ｄ．の①乃至⑤のいずれかに該当す

ると判断した事由及びその他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行いま

す。

（ｆ．対抗措置の内容）

 当社取締役会は、対抗措置として、新株予約権の無償割当てをはじめとし、その時点の法令及び当社

定款が当社取締役会の権限として認める行為を行います。具体的な対抗措置の種類及びその条件につい

ては、その時点で相当と認められるものを選択します。

　但し、当社取締役会は、対抗措置の発動後であっても、大規模買付者が必要十分な必要情報の提供を

行ったこと又は買付提案を変更したこと等により、大規模買付行為が、当社の株主共同の利益の向上に

資するものとなったと判断した場合、並びに、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したことにより、

対抗措置の発動の必要がなくなった場合等には、法令により許容される方法により、対抗措置をとり止

めることができるものとします。

 なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約

権の概要は、以下のとおりとします。

［新株予約権の概要］

 対抗措置として、新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権

（以下「本新株予約権」といいます。）の概要は以下の各号に規定するとおりです。なお、以下の各号

に規定する概要は、本新株予約権の割当てが行われる際の状況により、変更されることがあるものとし

ます。

① 本新株予約権の割当ての対象となる株主等

当社取締役会は、本新株予約権の割当てを決定した場合、直ちに、会社法第124条に基づく基準

日（以下「割当基準日」といいます。）の設定を行います。かかる基準日における最終の株主名

簿に記録された株主に対し、その所有株式１株につき１個の割合で本新株予約権を割当てます。

② 本新株予約権の総数

割当基準日における最終の発行済株式総数から、同日において、当社の保有する自己株式を除

いた数を上限とします。

③ 本新株予約権の割当てが効力を生じる日

本新株予約権の割当てが効力を生じる日については、当社取締役会にて別途定めるものとしま

す。

④ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的と

なる当社普通株式の数は１株とします。但し、当社が株式の分割又は併合等を行う場合には、当

社取締役会が新株予約権無償割当て決議によって定める調整式による調整を行うものとします。

⑤ 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

本新株予約権の行使により交付される当社普通株式１株あたりの払込金額は１円以上で当社取

締役会が定める額とします。
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⑥ 本新株予約権の行使条件

大規模買付者及びその特定株主グループ並びに大規模買付者及びその特定株主グループから当

社取締役会の承認を得ずに本新株予約権を取得又は承継した者は、本新株予約権を行使できない

ものとします。

⑦ 本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要するものとします。

⑧ 本新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、２か月間までの範囲

で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします（以下「行使期間」と

いいます。）。但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日

を最終日とします。

⑨ 本新株予約権の取得条項

 本新株予約権には、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来をもって、

当社が、全ての本新株予約権を無償で取得することができる旨の条項（取得条項）を付する場合

があるものとします。

　また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普通株式を取

得対価として本新株予約権を取得することができる旨の条項（取得条項）を付する場合があるも

のとします。

⑩ 本新株予約権に係る新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある場合に限り発行するものとします。

⑪ その他

その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めるもの

とします。

［株主及び投資家の皆様に与える影響等］

＜本プランの導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響＞

　本プランは、導入時点において新株予約権の無償割当て等を行うものではありませんので、導入時点

において株主及び投資家の皆様の権利関係に影響はございません。

＜対抗措置の発動時において株主及び投資家の皆様に与える影響＞

　対抗措置の発動として、本新株予約権の割当てがなされた場合には、割当基準日の最終の株主名簿に

記録された株主の皆様に対して、その保有株式数に応じて本新株予約権が割当てられることになりま

す。

　割当てを受けた株主様が、所定の権利行使期間内に、権利行使のために必要な行為を取らなかった場

合、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により議決権比率が低下することになります（但し、当

社普通株式を取得対価とした取得条項に基づく取得の結果として当社普通株式が交付される場合には、

こうした議決権比率の低下は生じないことになります。）。

　なお、当社は、本プランにおける対抗措置の発動に係る手続きの過程において、株主の皆様に必要な

情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本新株予約権無償割当てを実

施したにもかかわらず、例えば、大規模買付者が買付を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使

期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取

得する場合には、１株当たりの株式の価値の希薄化が生じることを前提にして売却等を行った株主の皆

様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

＜対抗措置の発動時において株主の皆様に必要となる手続＞

　対抗措置の発動として、無償割当てによる本新株予約権の割当てがなされる場合、前記のとおり、割

当基準日を公告し、割当基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割当てられますので、株
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主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります（証券保管

振替機構をご利用の株主様については、名義書換手続は不要です。）。新株予約権の無償割当てにおい

ては、株主の皆様の申込みの手続は不要であり、割当基準日における最終の株主名簿に記録された株主

の皆様は、本新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者になられます。

　なお、対抗措置として、株主割当てによる新株予約権の発行がなされる場合は、当社又は当社の証券

代行事務会社より、割当基準日現在の株主の皆様に対して、新株予約権申込書が送付されます。新株予

約権の割当てを希望される株主の皆様は、新株予約権申込書に必要事項を記入の上で申し込み、新株予

約権証券を受け取り、新株予約権を行使していただくことになります。

［その他］

・本プランは、買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足しております。

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

また、平成20年６月30日付の経済産業省企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策

の在り方」も踏まえた内容になっています。

・本プランは、デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではありません。

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止する

ことができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役

を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可

能です。

　従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもな

お、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期を２年としており

ますが、当該任期につきましては期差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策（取

締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収

防衛策）でもありません。

・本プランの有効期限、継続及び改廃

本プランは、当社取締役会において、本プランを継続するか否か及び継続するとした場合その内容

について検討し、決定することといたします。有効期限は、発効から最長３年とし平成28年12月20日

までに開催予定の当社取締役会終結の時までとします。

　また、本プランは、当社取締役会において継続が決議された後であっても、①株主総会において本

プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社

取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとしま

す。

　また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向

上の観点から随時見直しを行い、本プランの変更を行うことがあります。このように、本プランにつ

いて継続、変更、廃止等の決定を行った場合、当社取締役会は、その内容につきまして速やかに開示

いたします。

　なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場す

る金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切で

ある場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を

与えない場合には、本プランを修正または変更する場合があります。
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(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

　
(5) 主要な設備

当第３四半期連結累計期間において、新たに確定した主要な設備の新設計画は次のとおりでありま

す。

会社名
事業所名
（所在地）

セグメント
の名称

設備の内容
投資予定額
（百万円）

資金調達方法 完了予定年月

提出会社

極楽湯 水戸店（仮称）
（茨城県水戸市）

温浴事業 温浴施設 910
自己資金及び

借入金
平成26年３月

極楽湯 横浜鶴見店（仮称）
（神奈川県横浜市）

温浴事業 温浴施設 1,830
自己資金及び

借入金
平成26年７月
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 36,500,000

計 36,500,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年２月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,645,000 11,645,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

単元株式数は100株であります。
株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式。

計 11,645,000 11,645,000 ― ―
 

(注) 提出日現在発行数には、平成26年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成25年10月１日～
平成25年12月31日

36,500 11,645,000 5,030 2,048,289 5,030 1,694,889
 

　(注) 新株予約権の行使による増加であります。

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）
普通株式     917,600

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  10,725,400 107,254 ―

単元未満株式 普通株式　     2,000 ― ―

発行済株式総数 11,645,000 ― ―

総株主の議決権 ― 107,254 ―
 

(注) １．平成25年12月20日に第三者割当による自己株式（自己株式数1,020,000株）の処分をいたしました。それに

伴い、当第３四半期会計期間末日現在の「発行済株式」の区分について、「完全議決権株式（自己株式

等）」欄の株式数は1,020,000株減少し、「完全議決権株式（その他）」の欄の株式数は1,020,000株増加い

たしました。上記の表は、平成25年９月30日現在の株主名簿を基準として、当社が推定したものを記載して

おります。

    ２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が75株含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成25年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社極楽湯

東京都千代田区麹町
二丁目４番地

917,600 ― 917,600 7.88

計 ― 917,600 ― 917,600 7.88
 

(注)　平成25年12月20日に第三者割当による自己株式（自己株式数1,020,000株）の処分をいたしました。その結果、当

第３四半期期間において自己株式数が1,020,000株減少しております。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、ＵＨＹ東京監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,137,834 3,791,981

売掛金 87,632 81,764

未収入金 59,683 1,717

たな卸資産
※ 26,781 ※ 49,242

繰延税金資産 50,796 25,460

その他 126,705 233,111

流動資産合計 2,489,432 4,183,277

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,793,448 6,048,554

工具、器具及び備品（純額） 119,644 210,383

リース資産（純額） 9,549 5,770

土地 182,051 182,051

建設仮勘定 1,189,634 616,887

有形固定資産合計 6,294,327 7,063,647

無形固定資産

その他 74,337 74,951

無形固定資産合計 74,337 74,951

投資その他の資産

投資有価証券 74,075 28,040

長期貸付金 110,087 98,246

繰延税金資産 394,393 422,406

敷金及び保証金 745,392 825,437

その他 592,395 566,536

貸倒引当金 △5,000 △4,500

投資その他の資産合計 1,911,344 1,936,166

固定資産合計 8,280,010 9,074,765

資産合計 10,769,443 13,258,043
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 254,519 279,179

短期借入金 500,000 －

1年内償還予定の社債 130,800 145,800

1年内返済予定の長期借入金 1,668,100 2,062,088

未払金 309,536 280,191

未払法人税等 194,082 11,796

賞与引当金 48,904 26,181

その他 809,419 853,725

流動負債合計 3,915,362 3,658,962

固定負債

社債 133,200 400,800

長期借入金 2,040,000 4,229,650

退職給付引当金 78,989 85,764

資産除去債務 353,327 357,553

その他 151,160 144,687

固定負債合計 2,756,677 5,218,455

負債合計 6,672,039 8,877,417

純資産の部

株主資本

資本金 2,032,626 2,048,289

資本剰余金 2,179,226 2,159,189

利益剰余金 389,262 229,641

自己株式 △752,918 △356,138

株主資本合計 3,848,196 4,080,982

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,765 △1,909

為替換算調整勘定 82,073 206,733

その他の包括利益累計額合計 78,308 204,824

新株予約権 170,898 94,818

純資産合計 4,097,403 4,380,625

負債純資産合計 10,769,443 13,258,043
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 7,263,149 7,203,189

売上原価 6,606,776 6,808,948

売上総利益 656,372 394,241

販売費及び一般管理費 544,084 590,428

営業利益又は営業損失（△） 112,288 △196,186

営業外収益

受取利息 7,591 7,640

受取家賃 14,068 14,271

為替差益 － 49,366

協賛金収入 95,871 24,571

その他 19,128 19,382

営業外収益合計 136,659 115,232

営業外費用

支払利息 53,031 61,745

その他 28,261 5,609

営業外費用合計 81,293 67,355

経常利益又は経常損失（△） 167,654 △148,309

特別利益

新株予約権戻入益 49,447 81,356

その他 － 29

特別利益合計 49,447 81,386

特別損失

固定資産除却損 － 6,938

その他 － 48

特別損失合計 － 6,986

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

217,101 △73,909

法人税、住民税及び事業税 115,491 32,003

法人税等調整額 △9,589 △3,840

法人税等合計 105,901 28,162

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

111,199 △102,072

四半期純利益又は四半期純損失（△） 111,199 △102,072
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

111,199 △102,072

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,599 1,855

為替換算調整勘定 8,242 124,660

その他の包括利益合計 13,841 126,515

四半期包括利益 125,041 24,442

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 125,041 24,442

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

商品 16,664千円 33,999千円

貯蔵品 10,116千円 15,243千円
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおり

であります。
　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 486,718千円 509,126千円
 

　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額
　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 63,547 6 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間末後となるもの

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 57,547 6 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　
　３．株主資本の著しい変動

当第３四半期連結累計期間において、新株予約権の行使による払込に伴い、資本金及び資本剰余金が

それぞれ15,663千円増加しております。また、第三者割当による自己株式の処分に伴い、自己株式が

396,780千円減少し、資本剰余金が35,700千円減少しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,048,289千円、資本剰余金が2,159,189千

円、自己株式が356,138千円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

当社グループの事業は、温浴事業ならびにこれらの付帯事業の単一事業であります。したがって、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

　
　Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

 
報告セグメント

調整額（注）１ 合計（注）２
日本 中国 計

売上高      

　外部顧客への売上高 6,717,690 485,499 7,203,189 ― 7,203,189

　セグメント間の内部売上高又は振替高 26,647 ― 26,647 △26,647 ―

計 6,744,338 485,499 7,229,837 △26,647 7,203,189

セグメント利益又は損失（△） 188,474 △219,369 △30,894 △165,291 △196,186
 

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去△26,647千円、各報告セグメントに配分
していない全社費用△138,644千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で
あります。

　　　２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社グループの事業は、温浴事業ならびにこれらの付帯事業の単一事業でありますが、第１四半

期連結会計期間から、中国上海市にて「極楽湯　碧雲温泉館」の営業が開始し、当該店舗を事業セ

グメントとして認識するに至ったため、報告セグメントを「日本」及び「中国」の２つに変更して

おります。なお、極楽湯（上海）沐浴有限公司の決算日は12月31日であるため、当第３四半期連結

累計期間には、同社の平成25年１月１日から平成25年９月30日までの業績が反映されております。

　また、各事業セグメントの業績をより精緻に把握、管理するため、当第３四半期連結会計期間か

らセグメント利益又は損失の調整額に含める全社費用項目の見直しを行っております。

 当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間における「日本」のセグメン

ト利益が345,909千円減少しております。

　
３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整

後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

(１)　１株当たり四半期純利益金額
　　　又は１株当たり四半期純損失金額（△）

10円50銭 △10円55銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）
（千円）

111,199 △102,072

 普通株主に帰属しない金額（千円） － －

 普通株式に係る四半期純利益金額
　又は四半期純損失金額（△）（千円）

111,199 △102,072

 普通株式の期中平均株式数（株） 10,591,325 9,678,654

(２)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 10円47銭 －

（算定上の基礎）   

　四半期純利益調整額（千円） － －

　普通株式増加数（株） 26,318 －

希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの
の概要

第７回新株予約権 274,500株
第８回新株予約権 307,500株
　平成24年６月29日までに全
て失効しております。
 
第14回新株予約権 900,000株
　平成24年６月28日付で新た
に発行しております。

 
 

－
 
 

 

(注)　当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　
２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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ＵＨＹ東京監査法人

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   谷田　修一  印

指定社員
業務執行社員

 公認会計士   片岡　嘉徳  印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月14日

株式会社極楽湯

取締役会  御中

　

 

　

 

　
 

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社極楽湯の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平
成25年10月１日から平成25年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年
12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四
半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実
施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社極楽湯及び連結子会社の平成25年
12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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